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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成29年11月24日(2017.11.24)

【公表番号】特表2016-539065(P2016-539065A)
【公表日】平成28年12月15日(2016.12.15)
【年通号数】公開・登録公報2016-068
【出願番号】特願2016-520027(P2016-520027)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/38     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/1395   (2010.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/134    (2010.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/62     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/36     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/66     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ   33/02     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ    4/38     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ    4/1395   　　　　
   Ｈ０１Ｍ    4/134    　　　　
   Ｈ０１Ｍ    4/62     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ    4/36     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｍ    4/66     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月27日(2017.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケイ素ナノ構造相及び少なくとも１つの他の相を有する多相ケイ素合金を与える段階；
　ケイ素ナノワイヤー及び／又はナノベルトを形成するように前記他の相を選択的に除去
するエッチング液を用いて前記多相ケイ素合金をエッチングする段階であって、前記エッ
チング液が、前記少なくとも１つの他の相、好ましくはシリコン相上をエッチングする、
化学的エッチング液であり、前記エッチング液が、フッ化水素酸の水溶液及び／又は有機
溶媒溶液であり、そして、フッ化水素酸含有量が５質量％乃至８０質量％である、段階；
　前記エッチング液及びエッチングされた他の相材料を除去する段階；そして
　残ったケイ素ナノワイヤー及び／又はナノベルトを得る段階；
を含む、
ケイ素ナノワイヤー及び／又はナノベルトの製造方法。
【請求項２】
　前記多相ケイ素合金が、そのミクロ構造中に、１次元及び／又は２次元ケイ素ナノ構造
を含むものである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１次元及び／又は２次元ケイ素合金ナノ構造が、ケイ素のナノワイヤー、ナノロッ
ド、ナノプレート、ナノシート及びナノレイヤーを含む、請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記フッ化水素酸含有量が５％乃至２０％である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記フッ化水素酸含有量が５％乃至１５％である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記エッチング液が付加的な酸又は塩をさらに含み、且つ、前記酸又は塩の量が前記エ
ッチング液の１５質量％未満である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記エッチング液中の前記酸又は塩の量が、前記エッチング液の５質量％未満である、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記多相ケイ素合金中の前記１次元及び／又は２次元ケイ素ナノ構造が、ケイ素合金の
直接鋳造及び／又はその後の熱処理により形成される、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記多相ケイ素合金が、ケイ素を共析晶反応生成物の１つの要素の相とした共析晶反応
を受ける少なくとも１つの構成相を含むケイ素合金から製造される、請求項１に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記ケイ素合金がＳｉ－Ｆｅ合金である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記Ｓｉ－Ｆｅ合金が、原子百分率で５０％乃至９９％のケイ素を含むものである、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記Ｓｉ－Ｆｅ合金が、原子百分率で６０％乃至９０％のケイ素を含むものである、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記Ｓｉ－Ｆｅ合金が、原子百分率で６７％乃至７３．５％のケイ素を含むものである
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ケイ素合金がＳｉ－Ｐｄ合金である、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記Ｓｉ－Ｐｄ合金が、原子百分率で３３％乃至９９％のケイ素を含むものである、請
求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記Ｓｉ－Ｐｄ合金が、原子百分率で４５％乃至５５％のケイ素を含むものである、請
求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記多相ケイ素合金が、式Ｓｉ－Ｍ－ＭＩを有し、ここで、ＭはＦｅ又はＰｄを表し、
且つＭＩはＦｅ又はＰｄの他方を表すか、又はＦｅ又はＰｄ以外のその他の元素を表し、
そして前記合金の少なくとも１種の構成固体相が、ケイ素を共析晶反応生成物の１つの要
素の相とした共析晶反応を受けるものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記多相ケイ素合金が、式Ｓｉ－Ｍ－ＭＩを有し、ここで、ＭはＦｅ又はＰｄを表し、
且つＭＩはＦｅ又はＰｄの他方を表すか、又はＡｌ、Ｃｒ若しくはＭｎを表し、そして前
記合金の少なくとも１種の構成固体相が、ケイ素を共析晶反応生成物の１つの要素の相と
した共析晶反応を受けるものである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記多相ケイ素合金が、少なくとも１種の構成液相又は急冷された固体相を含み、且つ
ケイ素を共晶反応生成物の１つの要素の相とした共晶反応を受けるものである、請求項１
に記載の方法。
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【請求項２０】
　前記多相ケイ素合金が、Ｓｉ－ＭＩＩで表される２成分又は多成分ケイ素合金であり、
ここで、ＭＩＩは、Ａｇ、Ａｌ、Ａｕ、Ａｕ、Ｂ、Ｂａ、Ｃａ、Ｃｅ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｃｕ
、Ｆｅ、Ｌａ、Ｌｉ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｐ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｓｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｕ
、Ｖ、Ｗ、Ｚｒ及びＹから選択される１種以上の元素を表し、且つ、少なくとも１種の構
成液相又は急冷された固相が、ケイ素を共晶反応生成物の１つの要素の相とした共晶反応
を受けるものである、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＭＩＩが、Ａｌ、Ｍｇ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｃｒ及びＭｎから選択される１種以上
の元素である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ケイ素ナノワイヤー及び／又はナノベルトが、その後に導体材料で被覆される、請
求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記導体材料が炭素である、請求項２２に記載の方法。
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